
意見書を提出しました

区民の皆さんの生活に関わることでも、それが国や都の仕事であるため、区だけでは解決できないことがあります。このようなとき区議会は、地方自治法第99条に基づ
き、国会または関係行政庁（国・都など）に対して、「意見書」を提出し、問題の解決を求めます。第3回定例会では2件の意見書を提出しました。

能登豪雨被災地支援募金へのご協力
ありがとうございました

能登半島地震で避難生活を強いられる中、さらなる被害を受けられた能登の
皆さまを支援するため、目黒区議会は、10月1日に区内の駅で募金活動を実施
しました。多くの皆さまからお寄せいただきました35万1,620円
は、区議会議員等から募ったお見舞金20万円とともに、10月7日
おのせ議長と議員の代表で石川県東京事務所にお届けしました。

▲自由が丘駅▲都立大学駅

▲中目黒駅 ▲学芸大学駅

さらなる友好・協力関係を築くため、
ソウル特別市中浪区を訪問しました。

▲中浪区庁舎で皆さんから歓迎を受けました

▲中浪区議会と意見交換を行いました

▲�スポーツ交流の開会式に出席し、子どもた
ちを応援しました

7月23日に友好都市中浪区の議会を表敬訪問し、意見交換を行
いました。24日には、目黒区・中浪区、東城区（中国）の中学生
が参加する「三区間交流事業」のスポーツ交流を視察しました。

第36回議員写真展　～躍動～
今年も、第4回定例会の開催にあわせて、議員写真展を開催します。どなた
でもご覧になれます。
本会議や委員会の傍聴もできますので、総合庁舎本館5階区議会事務局ま
でお気軽にお立ち寄りください。

　　 11月21日（木）～12月5日（木）　10：00～16：00
　　 （初日は12：30から最終日は15：00まで　土・日、祝日を除く）
　　 総合庁舎本館5階　第1会議室
　　 目黒区議会　芸術文化会

2面

日時

会場
主催

訪問介護の基本報酬引き下げの
早急な見直し等を求める意見書

　介護報酬の改定に当たっては、すべての介護事業者のサービスが安定的に提
供されるとともに、介護従事者の賃金が改善することによって生活が安定し離職
が防止されることに配慮がなされなければなりません。
　しかし、政府は令和６年度の介護報酬改定において訪問介護の基本報酬を引き
下げました。これにより、小規模な訪問介護事業所の倒産や人手不足に拍車がか
かり、訪問介護サービスが受けられなくなる要介護者や介護離職が増加するおそ
れがあります。
　東京商工リサーチの調査によると、令和５年の訪問介護事業者の倒産は67件と
過去最多を更新し、倒産や廃業の懸念が増しています。また、厚生労働省の調査
では訪問介護事業所の36.7％が赤字経営であることも分かっています。そもそも
介護事業所は、人手不足と物価高騰等により、厳しい経営を強いられています。
　厚生労働省は、訪問介護の処遇改善加算について高い加算率に設定したと説
明していますが、運営資金につながる基本報酬を下げてしまえば、小規模な事業
者の経営の厳しさに拍車がかかることは明白です。また、厚生労働省は処遇改善
加算を取りやすくしたと説明していますが、上位の加算の要件は厳しいため、小
規模事業者が取得することは困難です。
　訪問介護の基本報酬の引き下げによって、将来的には地域包括ケアシステムが
崩壊し、介護保険制度による「介護の社会化」に逆行する事態が起きかねません。
よって、政府に対し、以下の事項を速やかに実施するよう強く求めます。

記
１　�訪問介護の基本報酬引き下げによる影響について早急に確認し、その結果に
基づいて訪問介護事業者に支援金を支給すること。その上で、訪問介護の基
本報酬引き下げの見直しを含めた介護報酬の期中改定を行うこと。

２　�処遇改善加算が取得できない事業所に対する加算基準の緩和を実施すること。
３　�介護報酬は、単に介護事業経営実態調査に基づくサービス全体の収支差率で
判断せず、事業規模や地域事情によって収支差率に大きな開きがあることを
考慮して報酬額を判断するとともに、実態に即した基準に最適化していくこと。

４　�訪問介護事業所の経営難の原因の１つになっている人手不足を解消するた
め、介護従事者のさらなる処遇改善を行うこと。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和６年９月30日
� 目黒区議会議長　おのせ康裕
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣　宛て

第 3 回 定 例 会

継続審査とした陳情
企総⃝�拉致問題啓発に関する陳情
企総⃝�北方領土及び竹島の領土問題の啓発に関する陳情
都環⃝�下水道設置工事に伴う私道の区道化に関する陳情
都環⃝�碑文谷公園こども動物広場のポニー馬場の３分の１に屋根を設置の陳情
文教⃝�民営化によって新たに生じた、日々の保育サービスにおける重大な公私間格差（オムツ無償処分・保育Ｉ

ＣＴシステム提供）是正の経過措置を要望する陳情
議運⃝�目黒区議会開示請求に関する陳情

撤回承認した陳情
⃝�目黒区長と目黒区教育委員会に対し、目黒区立目黒南中学校・目黒西中学校の新校舎建設工期の延長
について、当事者である子どもと保護者、ならびに地域住民への説明を速やかに行うとともに、延長に
よって生じた損失と困惑への具体的な対応策を講じて、区政に対する住民の不信を解消することを求
める陳情

文教

◆議案の審議結果と各会派の賛否� （○：賛成、×：反対）
審査した�
委員会 議　案　名　等 概　　　要 自民�

9人
未来�
7人

公明�
5人

立憲�
5人

共産�
4人

維新�
2人

無（50音順）�
各１人 結果

区長提出議案
目黒区長の退職手当の特例に関する条例 現在の任期に係る区長の退職手当を支給しないこととするもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

可決

目黒区中目黒スクエア付帯駐車場条例の一部を改正する条例 使用料の額を引き上げるとともに、青少年プラザの廃止に伴い、規定
の整備を行うもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

目黒区心身障害者センター条例の一部を改正する条例 利用する団体に係る使用料の区分及び利用時間帯を見直すとともに、
使用料の額を改定し、併せて規定の整備を行うもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場条例の一
部を改正する条例

目黒区目黒区民センター・田道ふれあい館付帯駐車場の使用料の額
を引き上げるもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

目黒区国民健康保険条例の一部を改正する条例 被保険者証等の廃止に伴う規定の整備を行うとともに、急患等の被�
保険者に係る保険料の徴収猶予期間の特例を定めるもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

目黒区立公園条例の一部を改正する条例 目黒区立公園の使用料の額を引き上げるもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○
目黒区立林間学園条例の一部を改正する条例 目黒区立林間学園の使用料に係る利用者の区分を見直すもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用に関する条例の一
部を改正する条例

目黒区立緑ヶ丘小学校等の屋内プールの使用料に係る使用者の区分
を見直すもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場条例の一部を改正する
条例

目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場の使用料の額を引き上げる
もの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

目黒区立学校施設使用条例の一部を改正する条例 目黒区立学校施設の使用料を見直すとともに、規定の整備を行うもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○
目黒区青少年プラザ条例を廃止する条例 青少年プラザを廃止するもの ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

目黒区立住区会議室条例の一部を改正する条例
公の施設の貸室機能を集約し、新たにコミュニティルームとして設置
及び管理を行うとともに、使用料を見直し、併せて関係条例の規定の
整備を行うもの

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

令和６年度目黒区一般会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算に79億8,072万円を追加し、総額を1,383億416万2
千円とするもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

令和６年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算から7,559万5千円を減額し、総額を280億9,235万
円とするもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

令和６年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 歳入歳出予算に1億3,324万6千円を追加し、総額を81億5,111万7
千円とするもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

令和６年度目黒区介護保険特別会計補正予算（第１号） 歳入歳出予算に4億8,575万9千円を追加し、総額を225億7,512万
6千円とするもの ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

令和５年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について 歳入決算額１，３３３億３，０４１万６，９５２円（前年度比１.４９％減）
歳出決算額１，２５８億８，４８７万９，４４４円（前年度比１.０４％減） ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

認定

令和５年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

歳入決算額２６７億２，２１６万４，１２６円（前年度比１．０３％減）
歳出決算額２６４億２，２１６万４，１２６円（前年度比０．３９％減） ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

令和５年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定
について

歳入決算額７６億４，０８５万５，７０３円（前年度比２．９７％増）
歳出決算額７５億５，９５２万４，５０２円（前年度比３．０５％増） ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

令和５年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 歳入決算額２２１億８,１９０万３，０１５円（前年度比2.74％増）
歳出決算額２１７億８３１万５，４００円（前年度比２．０７％増） ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

ー

目黒区副区長の選任の同意について（荒牧広志氏） ９月３０日任期が満了の荒牧広志氏を、再び副区長に選任することに
同意するもの ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

同意
目黒区教育委員会委員の任命の同意について（髙橋智佳子氏） ９月３０日任期が満了の川嶋春奈氏の後任として、髙橋智佳子氏を委

員に任命することに同意するもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人権擁護委員候補者の推薦について（秋山弘子氏） 秋山弘子氏を推薦することの可否を諮問するもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可と
して
答申人権擁護委員候補者の推薦について（小林理恵子氏） 小林理恵子氏を推薦することの可否を諮問するもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第４１号目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例の撤
回について

体育施設の一部の使用料の算定方法に誤りがあることが判明したため
撤回するもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 承認

議員提出議案

ー
訪問介護の基本報酬引き下げの早急な見直し等を求める意見書 × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ 可決
学校施設の更新・改修等で国庫負担金を算定する際に用いられる建築単価の実態に見合った引き上げを求める意見書 × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○

企総

生福

都環

文教

施特

企総

決特

4面

7面
7面

◆陳情の審議結果と各会派の賛否� （○：賛成、×：反対、退：退席）
審査した�
委員会 件　　　名 自民�

9人
未来�
7人

公明�
5人

立憲�
5人

共産�
4人

維新�
2人

無（50音順）�
各１人 結果

行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情ほか１件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採択
（※）

母（王乖彦）が中国で不法に逮捕されている件に関する陳情 × × × × 退 × 退 × ×

不採択
集合住宅での組織的嫌がらせ行為（集団ストーカー犯罪）の解明と予防策を求める陳情 × × × × × × × × ×
「利害関係者」という誤解を招く表現が使われたことに関して説明を求める陳情 × × × ○ ○ × ○ × ×
現第十一中学区在住の全ての子が安心して目黒西中学校仮校舎に通学するためのバスの運行を求める陳情 × × × × ○ × ○ × ○
統合新校の新二年生・新三年生の各学級を特段の措置を講じて少人数学級にすることを求める陳情 × × × × ○ × ○ × ○

（※）は、趣旨を了とする採択のため、執行機関への送付していません。

生福

企総

文教

会　派　略　称　�自民：自由民主党目黒区議団・区民の会　未来：めぐろの未来をつくる会　公明：公明党目黒区議団　立憲：目黒区議会立憲民主党　共産：日本共産党目黒区議団　�
維新：日本維新の会目黒区議団　無：無会派

審査した委員会　�企総：企画総務委員会　 生福：生活福祉委員会　 都環：都市環境委員会　 文教：文教・子ども委員会　 議運：議会運営委員会　 施特：施設更新・DX等調査特別委員会　
決特：決算特別委員会

※�委員会や会派の構成員は、
ウェブサイトでご覧ください

請願・陳情とは、区政に関することなどを、区議会に直接要望でき
る制度です。請願には区議会議員の紹介が必要です。目黒区議会
では、議員の紹介のない陳情も請願と同様に取り扱います。
◆受付方法◆
第4回定例会での審査を希望する方は、締切日までに、区議会事
務局へ請願・陳情書を持参してください。郵送によるものは原則審
査を行いません。
第4回定例会への請願・陳情締切日� 11月12日（火）正午
※締め切り日以降に提出されたものは、次の本会議で審査します。

請願・陳情の受付

◀議案はこちら

◀陳情はこちら

学校施設の更新・改修等で国庫負担金を
算定する際に用いられる建築単価の
実態に見合った引き上げを求める意見書

　現在、目黒区では区立学校の老朽化に伴い、学校施設更新計画が策定され、
建て替えが進められています。しかしながら物価高騰のもとで建築資材も急激に
高騰し、自治体の財政を圧迫しています。
　さらに学校施設更新・改修等における国庫負担金を算定するために用いられる
建築単価は毎年見直され、微増しているものの実際の建築単価に比べ、１/２から
約１/３低い設定の区分もあり、ますます自治体の財政を圧迫する状況になってい
ます。建築単価が建築資材の高騰に追いついていません。
　建て替えの際には太陽光パネル設置や高断熱化等による省エネ対策などZEB
化にも取り組むなど、負担も増える中、今後も円安、ガソリン・電気代の高騰、ウ
クライナ情勢などを理由に建築資材が高騰すると予測されており、ますます実態
とかけ離れていく社会情勢にあります。
　学校施設は、非常時には避難所としての役割も果たす重要な施設であることか
ら、常に健全に保つ必要があります。避難所としての体育施設の機能の充実、水
はけのよい校庭や大地震にも耐えられるふさわしい建物にしていくにはお金がか
かり、建築単価が上がらなければ進まない問題です。
　よって、目黒区議会は学校施設環境改善交付金の算定で用いられる建築単価
の実態に見合った引き上げを強く要望します。
　以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
令和６年９月30日
� 目黒区議会議長　おのせ康裕
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣　宛て
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